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やっと秋らしくなってきました。新聞では電気予報の掲載もなく

なりましたが、節電習慣は続けたいものです。 

＜9 日 寒露， 10 日 体育の日， 21 日 土用， 24 日 霜降＞ 

1. October ご案内 ・・・・  

①先月号でも案内致しましたが、社会保険料につきまし

て、今月支払う給与から新標準報酬月額での保険料に変

更します。等級が同じ方でも、厚生年金保険料の料率がア

ップしていますのでご注意下さい。 

厚生年金保険料〔一般〕の料率は 16.412％（82.06/1000

労使各負担分）です※料率は毎年 0.354％ずつ、                                   

Ｈ29 年まで定時決定に併せて 9 月にアップします。                         

  

② 現行の子ども手当は、中学生までの子ども 1 人当たり一律月額１万 3,000 円ですが、10 月以降、３

歳未満は 15,000 円、３歳から小学校卒業までは１万円（第３子以降は 15,000 円）、中学生は１万円となり

ます。来年６月分からは新児童手当に所得制限が課され、年収 960 万円程度を超す世帯への支給は打

ち切られます。「児童手当」から「子ども手当」に制度変更した際に見直した扶養控除の縮小はそのままで、

０歳から 15 歳までの年少扶養親族にかかる扶養控除が、今後は所得税・住民税ともに廃止となるため、

実質増税となります。控除縮小による影響は？・・・・・・・ 

働く夫、専業主婦の妻、子ども２人の家庭を想定して、旧制度である児童手当との増減を試算したとこ

ろ、新制度で恩恵を受けるのは年収 500 万円程度の世帯だそうです。年収 500 万円以上 1,000 万円未

満程度の家庭では、子どもの年齢や数によっては負担が増えることもあります。年収 1000 万円の世帯で

は、新児童手当が受け取れないうえ、控除縮小に伴う所得税と住民税の増額が重くのしかかることになり

ます。 

 

222...名名名言言言名名名句句句       
 

「人間（じんかん）万事塞翁が馬」 
 

中国の古い書物「淮南子（えなんじ) 」 から 
 

これまで何度か掲載したことのある言葉です。   

333...   法法法律律律改改改正正正ワワワンンンポポポイイインンントトト    雇雇用用保保険険のの育育児児休休業業給給付付  

 一定の要件を満たした雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、雇用保険から育児休業

給付金が支給されます。この対象者は原則として満 1 歳に満たない子を養育する被保険者が対象

となっており、保育所における保育の実施が行われない等の理由を満たした場合には、最大 6 ヶ

月まで延長して給付を受けることができるとされています。 

 これまでの延長対象者については、当初の育児休業申出書の休業の期間が 1 歳の誕生日の前日

までとなっていることが 1 つの要件とされていましたが、平成 23 年 8 月 5 日より、当初から育

児休業の終了日が 1 歳の誕生日以降の場合でも該当するようになりました。これまでは、法を上
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回る取り扱いをしていたために延長の給付を受けることができないというケースが見られまし

たが、今回のケースでは是正されることとなりました。 

444...統統統計計計情情情報報報         

① 厚生労働省は、専業主婦の年金制度を見直し、厚生年金と共済年金について、夫の保険料の半額を妻

が負担したとみなし、年金を２等分して夫と妻にそれぞれ給付する制度を検討する方針を示した。2012

年の通常国会に関連法案を提出する考え。（9 月 26 日） 

② 新規就農者に年間 150 万円の給付金支給へ（9 月 28 日） 

農林水産省が 2012 年度予算の概算要求に盛り込む政策の内容が判明し、新規就農促進策として、原則 45

歳未満の新規就農者に年間 150 万円（最長７年間）の給付金を支給する制度を創設することが明らかに

なった。 

③ 被災地雇用促進のため人件費の 10％を税額控除（9 月 26 日） 

政府は、「震災復興減税」の全容を明らかにし、被災自治体のほぼすべてを対象とする復興特別区域にお

いて、人件費のうち 10％を法人税額から控除できる制度が創設されることなどがわかった。被災地にお

ける雇用促進がねらいで、本社所在地にかかわらず特区内に事業所を置くことを条件とし、上限は税額

全体の２割までとする。  

④ 厚生労働省は、今夏の節電対策で休日出勤する親が増えたことの影響で、新たに休日保育を受けるよ

うになった子どもが７～９月の３カ月で 6,932 人に上ったと発表した。都道府県別では、愛知（2,642 人）、

静岡（758 人）、茨城（746 人）が多かった。 

⑤ 健康保険組合 過去２番目の赤字額に（9 月 9 日）                             

健康保険組合連合会が 2010 年度における健康保険組合の決算見込みを発表し、医療費の増加等により

4,154 億円の赤字となったことがわかった。過去最大の赤字だった 2009 年度（5,234 億円）に次ぐ赤字

額。また、健康保険組合の約 28.5％（415 組合）が保険料を引き上げていたこともわかった。 

 

 

                              

「劉偉」という中国人男性に感動しました。                                
「とりはだスクープ」というＴＶ番組を見ていましたら、                            
奇跡の「両腕のないピアニスト」として取り上げられました。 

「手がなくてピアノを弾くことができるのか？彼は 10 歳の時に両腕を切断しなければならなかった
が、その不屈の頑張りで水泳に打ち込みパラリンピック代表選手までになった。しかし、水泳が体に
負担をかけ危険であると診断され、２度目の絶望感が彼をおそう。１８歳になったときに反対する父
親を押し切り母親がピアノを彼のために買う。本人はできるわけがないと思ったが、母親が自分に 
目標を持たせてくれていることを知り、打ち込むことに。しかし音楽学校は全て断られ、「両足の指
で弾く」という人間業とは思えない、それは血のにじむような努力でピアノを弾くことができるになっ
た。そしてついに音楽の権威の都ウィーンに招待されオーケストラとともに演奏し、世界的な芸術家
の一人となった。」 

ものすごいハンディを背負った青年がたくましく生きるその姿に涙があふれてきました。その彼が
「楽しいと思えば楽しくなる。悲しいと思えば悲しくなる。」ハンディキャップを持った彼が、健常者を
励ますのです。この奇跡は息子を信じた母、そしてそれに応えた不屈の精神の持ち主である彼が
作り上げた出来事です。これまた「万事塞翁が馬」なのでしょうか！彼のオリジナル曲「希望」という
曲にまた感動です。 

彼の演奏は You Tube でも見られます。  （Ｓ） 


